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す
く
す
く
相
談
の
お
知
ら
せ

 

（
健
康
福
祉
課
）

　
こ
と
ば
や
心
身
の
発
達
に
心
配
の

あ
る
乳
幼
児
と
保
護
者
を
対
象
に
、

臨
床
心
理
士
・
保
健
師
等
に
よ
る
発

達
相
談
を
、月
１
回
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
個
別
相
談
で
す
。
事
前
に
予
約
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

○
日
時
　
１
月
11
日
(金)
、

　
　
　
２
月
15
日
(金)
、
３
月
８
日
(金)

○
受
付
　
午
後
１
時
〜
４
時

○
場
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
保
健
セ
ン
タ
ー

（84）
１
９
１
０

 

（
健
康
福
祉
課
）

　
こ
こ
ろ
の
病
を
持
つ
方
の
た
め
に

デ
イ
ケ
ア
（
ふ
れ
あ
い
ハ
ー
ト
教
室
）

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
病
院
に
通
院
し
な
が
ら
家
庭
で
過

ご
し
て
い
る
方
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
を
通
じ
て
仲
間

と
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

　
関
心
を
持
た
れ
た
方
は
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
日
時
　
１
月
10
日
(木)
、

　
　
　
２
月
７
日
(木)
、
３
月
７
日
(木)

○
受
付
　
午
前
９
時
30
分
〜
11
時

○
場
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー

○
お
問
い
合
わ
せ

　
保
健
セ
ン
タ
ー

（84）
１
９
１
０

ふ
れ
あ
い
ハ
ー
ト
教
室
に

つ
い
て

納
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

○
受
付
期
間
　
１
月
31
日
(木)
ま
で

○�

奨
励
金
の
支
払
い
　
奨
励
金
の
支

払
い
は
、
当
該
年
度
の
す
べ
て
の

町
税
を
完
納
し
て
い
た
だ
い
た
こ

と
を
確
認
し
て
か
ら
に
な
り
ま
す
。

※ 

詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
総
務
課
企
画
政
策
Ｇ
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
総
務
課 

企
画
政
策
Ｇ

　

（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
２
７
）

 

（
財
務
課
）

　
町
で
は
、
平
成
25
・
26
年
度
入
札

参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
受
付
を
次

の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
提
出

要
領
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
受
付
期
間

　
２
月
１
日
(金)
〜
28
日
(木)

　
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

（
た
だ
し
、正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

○
受
付
方
法
　
郵
送
ま
た
は
持
参

○
場
所
　
財
務
課

○�

そ
の
他
　
要
領
は
、
財
務
課
で
受

領
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

（
１
月
上
旬
か
ら
可
能
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
財
務
課
　
財
政
・
管
財
Ｇ

　

（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
２
３
）

　役場の代表電話は（84）1111です　

お
知
ら
せ

ごかのごかの
お知らせお知らせ

（№449）

｢

親
と
子
の
ふ
れ
あ
い
劇
場
」

開
催
の
お
知
ら
せ

 

（
教
育
委
員
会
）

　
本
年
度
も
次
の
と
お
り
、
親
と
子

の
ふ
れ
あ
い
劇
場
を
開
催
し
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、

ご
来
場
く
だ
さ
い
。

○
日
時
　
２
月
３
日
(日)

　
　
　
　
開
場
　
午
後
１
時

　
　
　
　
開
演
　
午
後
１
時
30
分

○
場
所
　
中
央
公
民
館
　
講
堂

○
内
容
　

　
舞
台
劇
「
オ
ズ
の
魔
法
使
い
」

○
入
場
料
　
無
料

○
お
問
い
合
わ
せ

　
教
育
委
員
会
　
生
涯
学
習
Ｇ

　

（84）
１
４
６
０

住
宅
取
得
を
支
援
し
ま
す

［
定
住
化
促
進
事
業
］

 

（
総
務
課
）

　
町
で
は
、
人
口
増
加
及
び
定
住
促

進
を
図
る
た
め
、
町
内
に
お
い
て
定

住
を
目
的
に
自
己
用
住
宅
を
取
得
し

た
方
を
対
象
に
、
次
の
と
お
り
奨
励

金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

○�

対
象
者
　
平
成
22
年
４
月
１
日
以

降
に
五
霞
町
へ
転
入
さ
れ
た
方
で
、

転
入
後
２
年
以
内
に
町
内
に
住
宅

を
取
得
さ
れ
た
方

※ 

Ｕ
タ
ー
ン
の
場
合
に
は
、
五
霞
町

か
ら
転
出
後
、
１
年
以
上
経
過
し

て
い
る
こ
と
が
要
件
に
な
り
ま
す
。

○�

奨
励
措
置
　
奨
励
金
は
、
固
定
資

産
税
の
家
屋
部
分
相
当
額
の
一
部

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
交
付
期
間

は
、
対
象
と
な
る
住
宅
に
固
定
資

産
税
が
最
初
に
賦
課
さ
れ
る
年
度

か
ら
３
年
間
と
な
り
ま
す
。

○�

交
付
申
請
　
当
該
年
度
の
１
月
末

ま
で
に
申
請
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
申
請
は
年
度
ご
と
と
し
、

申
請
書
類
は
町
で
定
め
た
交
付
申
請

書
と
次
の
書
類
が
必
要
で
す
。

①
住
民
票
謄
本

②
建
物
登
記
簿
謄
本
（
写
し
）

※
１
年
目
の
み

③
町
税
納
税
証
明
書

④
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
（
写
し
）

※ 

奨
励
金
の
交
付
申
請
は
、
町
税

（
住
民
税
・
固
定
資
産
税
・
軽
自
動

車
税
・
国
民
健
康
保
険
税
）
を
完

平
成
25
・
26
年
度
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
書
の
受
付


